
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町会・自治会、高齢者クラブ、ＰＴＡなどの区内の 

団体・グループが主催する講座や講演会に講師を 

派遣します。 

・悪質商法の手口と対処法 

・エンディングノートの書き方 

・身の回りの危険（ヒヤリ・ハット） 

・家族で防ごう！小・中学生の契約トラブル 

無料です。 

区内会場の手配、受講者の募集は、申込者が 

行ってください。 

（夜間や休日も対応可能です。） 

原則として、派遣希望日の２カ月前までに 

お申し込みください。 

申込（問合せ）先 

中央区消費生活センター ☎０３－３５４６－５３３２ 

落語・漫才・コントと合わせ

て利用することもできます。 

詳しくは、ご相談ください。 


